
遺族基礎年金 

Aさ ん の ご 家 庭の 場合 

こ れ を 遺族年金制度 と い い ま す 。   
遺族年金制度 に は 、 遺族基礎年金、 遺族厚生年金、 遺族共済年金等 が あ り ま す 。   

さら に 、 詳し く 見 て み ま し ょ う 。   

世帯主 に 万 一の こ と が あ っ た と き 、   
家計 を応援 す る 年金制度 が あ り ま す 。   

本屋 を 営 む夫:40歳　 
専業主婦の妻:35歳 
8歳 と 6歳の息子の4人家族 

自 営 業の 世 帯 主 に 万 一の こ とが あ っ た 場 合 、 それ ぞ れ の 子 
ど も が 18歳 の3月 31日 を 過 ぎ る ま で の間 、 遺族基礎年金 
が受 け ら れ ま す。   
※遺族基礎年金 は 、 子 ど も 全 員 が 18歳 の 3月 31日 を過 ぎ る まで 受 け 取 る こ とが で き ます 。   

現在 長男 18歳 次男 18歳 

長男 の 加算額 

次男 の 加算額 

Bさ ん の ご 家 庭の 場合 
会社員の夫:38歳　 
専業主婦の妻:36歳 
4歳の長女の3人家族 

世帯主 が 会 社 員 な の で 遺族厚生年金 が 給付されます。 
加え て 、 妻 （ 配偶者 ） が 65歳 に な り 老齢基礎年金 
る 

を も らえ 
よ う にな る まで 、 中 高齢寡婦加算 が 支 給 さ れ ま す 。   

※遺族基礎年金 は 、 子 ど も 全 員 が 18歳 の 3月 31日 を過 ぎ る まで 受 け 取 る こ とが で き ます 。   

現在 長女18歳 妻 （配偶者） 65歳 

長女 の 加算額 

遺族厚生年金 

遺族基礎年金 

中高齢寡婦加算 



プラ ス   

プラ ス   

プラ ス   

世帯主の職業 や 家族構成に よ っ て 、 受け 取 る 金 額 は 異 な り ま す 。 
代表的 な 例 を 見 て み ま し ょ う 。   

遺族基礎年金 

※1： 世帯主 が 国民年金加入者 で 、 子 ど も が い る 場合 のみ 支給 さ れ ま す 。   
※2： 子 ど も 全 員 が 18歳 の3月 31日 を過 ぎ る ま で 受 け 取 る こ と が で き ま す 。   

792,100円 

遺族基礎年金 

792,100円 

227,900円 

75,900円 

227,900円 

75,900円 

※会社員世帯 や 公務員世帯 の場合 、 世帯主 の生前 
の収入 や加入期間に よ っ て 、 遺族厚生 （共 済） 年 
金 の給付額 が異 な り ま す 。   

　詳 し く は 社会保険事務所 に ご 相談 く だ さ い 。   

60万円 約 
遺族 
厚生年金 

70万円 約 
遺族 
共済年金 

公務員だった場合 

60万円 約 
遺族 
厚生年金 

70万円 約 
遺族 
共済年金 

公務員だった場合 

中高齢寡婦加算 

594,200円 
※1： 世帯主 が 亡 く な っ た当時35歳 

らは40歳以上に引上げとなります）だったご世帯 
（平成19年4月か 

  
※2： 子 ど もが全 員 18歳 の 3月 31日 を 過 ぎ 、 遺族基礎 

年金 が 支 給 さ れ な く な っ たご世帯    

詳しくは社会保険事務所にご相談ください。  

世帯主が 自 営業者 のご世帯   

世帯主が 会社員 ・ 公務員 のご世帯   

世帯主が 会社員 ・ 公務員 で子 ど も が   

18歳の 3月 31日 を 過 ぎ たご世帯 

（ 平成18年度価格 ）   

2006年8月 現在 の制度 ・ 法律等 を も と に 作成 し て い ま す 。 今後 、 改正 な ど に よ り 変 更 さ れ る こ と が あ り ま す 。   

こ の 用紙 は 再生紙 を使用 し て い ま す 。   
'06-KF05-SZ014  '06.08

保険 に 関 す る お 問 い 合 わ せ は   

東京都中央区銀座 5-3-16 〒 104-0061
URL:http://www.tmn-anshin.co.jp

＜ 生命保険 に つ い て の ご 相談 ・ お問い 合 わせは ＞   
総合 カ ス タ マ ー セ ン タ ー （ お 客様相談窓口 ）   
TEL： 0120-016-234
お 問 い合 わ せ時間 ： 月～ 金 　 9： 00～ 18： 00（ 祝日等 、 当社休業 日 を 除 く ）   

Aさんのご家庭の場合 

本屋を営む夫：40歳
専業主婦の妻：35歳
8歳と6歳の息子の4人家族

※会社員世帯 や 公務員世帯 の場合 、 世帯主 の生前 
の収入 や加入期間に よ っ て 、 遺族厚生 （共 済） 年 
金 の給付額 が異 な り ま す 。   

　詳 し く は 社会保険事務所 に ご 相談 く だ さ い 。   

Bさんのご家庭の場合 

会社員の夫：38歳 
（死亡時平均標準報酬額40万円）
専業主婦の妻：36歳
4歳の長女の3人家族

Bさんのご家庭の場合 

会社員の夫：53歳 
（死亡時平均標準報酬額40万円）
専業主婦の妻：51歳
19歳の長女の3人家族
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